
復
委
任
の
解
消
と
い
う
問

題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
請
求
代
行
業
者
に
よ

る
不
正
問
題
が
後
を
絶
た
な

い
か
ら
だ
。
具
体
的
事
例
と

し
て
本
年
1
月
に
は
、
株
式

会
社
ホ
ー
プ
接
骨
師
会
に
お

い
て
前
代
表
者
が
資
金
を
私

的
流
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、

会
員
へ
の
振
り
込
み
が
で
き

な
い
状
況
に
な
っ
た
こ
と
が

報
道
さ
れ
た
。

厚
労
省
は
こ
う
し
た
事
件

の
再
発
防
止
策
と
し
て
、

「
公
的
な
関
与
の
下
に
請
求
・

審
査
・
支
払
い
が
行
わ
れ
る

仕
組
み
」
に
つ
い
て
は
様
々

な
ア
イ
デ
ア
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
例
え
ば
社
会
保
険

診
療
報
酬
支
払
基
金
等
が
審

査
・
支
払
い
を
行
う
と
い
う

案
も
念
頭
に
置
き
な
が
ら
議

論
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

関
係
者
の
ご
意
見
を
い
た
だ

き
な
が
ら
次
期
療
養
費
改
定

の
令
和
４
年
６
月
ま
で
に
方

向
性
を
定
め
た
い
、
と
の
提

案
を
示
し
た
。

三
橋
委
員
は
、
最
大
の
問

題
と
し
て
受
領
委
任
制
度
が

支
給
基
準
ど
お
り
に
運
用
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
た
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
保
険
者

は
支
給
申
請
書
の
返
戻
を
請

求
代
行
業
者
に
戻
す
の
で
、

施
術
管
理
者
が
返
戻
さ
れ
た

こ
と
を
全
く
知
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
、
と
指
摘
し
た
。
そ

し
て
、
厚
労
省
の
「
公
的
な

関
与
の
下
に
請
求
・
審
査
・

支
払
い
が
行
わ
れ
る
仕
組
み

を
検
討
」
と
い
う
対
応
案
に

つ
い
て
は
、
全
面
的
に
賛
成

し
協
力
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。

伊
藤
委
員
は
、
柔
道
整
復

師
は
も
と
も
と
三
者
協
定
に

よ
り
受
領
委
任
の
取
り
扱
い

が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
昭

和
63
年
に
個
人
契
約
に
よ
る

受
領
委
任
が
認
め
ら
れ
、
請

求
代
行
業
が
進
出
し
た
こ
と

に
発
端
が
あ
る
と
し
た
。
公

益
社
団
法
人
は
大
変
厳
し
い

条
件
を
ク
リ
ア
し
て
公
益
認

定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
も

都
道
府
県
の
監
査
を
受
け
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
団
体
が

厳
し
く
管
理
さ
れ
て
い
れ
ば
、

今
回
の
ホ
ー
プ
接
骨
師
会
の

よ
う
な
復
委
任
で
起
き
る
事

件
は
な
か
っ
た
と
思
う
、
と

述
べ
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
昭
和
63
年
の
協
定
と
個
人

契
約
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
、
と
の
考
え
を
強

調
し
た
。

長
尾
委
員
は
、
療
養
費
を

施
術
管
理
者
に
確
実
に
支
払

う
た
め
に
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン

シ
ス
テ
ム
が
重
要
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
。
施
術
者
側
も
ト

レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
（
施
術
過

程
の
情
報
の
管
理
や
提
供
）
、

入
力
の
担
保
を
き
っ
ち
り
取

れ
る
機
能
も
含
め
て
審
査
・

支
払
い
に
協
力
で
き
る
ス
キ
ー

ム
を
考
え
た
い
、
と
し
た
。

昭
和
63
年
に
戻
る
と
い
う
の

は
、
協
定
が
優
位
に
立
つ
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
請
求

の
仕
方
、
支
払
い
の
仕
方
に

つ
い
て
、
そ
こ
に
戻
っ
て
か

ら
議
論
を
し
て
い
た
だ
き
た

い
、
と
主
張
し
た
。

保
険
者
代
表
委
員
は
、
請

求
代
行
業
者
が
不
正
の
温
床

に
な
っ
て
い
る
の
で
「
公
的

な
関
与
の
下
で
」
と
の
厚
労

省
か
ら
出
さ
れ
た
提
案
に
重

き
を
置
き
、
今
後
の
議
論
の

必
要
性
を
訴
え
た
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
イ
ン
フ
ラ
を
大

き
く
変
え
る
大
変
な
事
業
で

あ
り
、
数
年
で
で
き
る
こ
と

で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
、

と
の
見
解
を
示
し
た
。

（
２
面
に
日
整
ニ
ュ
ー
ス
レ

タ
ー
登
録
の
お
願
い
を
掲
載
）
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復

委

任

の

解

消

は

概

ね

一

致

第18回柔道整復療養費検討専門委員会

厚
生
労
働
省
社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
の
第
18
回
柔

道
整
復
療
養
費
検
討
専
門
委
員
会
が
８
月
６
日
（
金
）
、
全
国

都
市
会
館
（
東
京
都
千
代
田
区
）
に
て
開
催
さ
れ
た
。
会
議
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
に
対
応
し
た
対
面
式

と
オ
ン
ラ
イ
ン
の
組
み
合
わ
せ
形
式
で
実
施
さ
れ
た
。
日
整
か

ら
は
三
橋
裕
之
副
会
長
兼
総
務
部
長
、
伊
藤
宣
人
保
険
部
長
、

長
尾
淳
彦
学
術
教
育
部
長
ら
３
名
が
施
術
者
代
表
委
員
と
し
て

出
席
。
今
回
は
「
明
細
書
の
義
務
化
」
「
不
適
切
な
患
者
の
償

還
払
い
」
「
療
養
費
を
施
術
管
理
者
に
確
実
に
支
払
う
た
め
の

仕
組
み
」
の
３
点
に
絞
っ
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。
結
果
と
し

て
、
「
療
養
費
を
施
術
管
理
者
に
確
実
に
支
払
う
た
め
の
仕
組

み
」
（
復
委
任
の
解
消
）
に
つ
い
て
は
、
厚
労
省
・
施
術
者
側
・

保
険
者
側
で
概
ね
意
見
が
一
致
し
た
。
今
後
は
、
よ
り
綿
密
な

制
度
の
検
討
や
準
備
が
必
要
な
た
め
、
令
和
４
年
６
月
（
次
期

療
養
費
改
定
）
ま
で
に
方
向
性
を
定
め
、
令
和
６
年
度
中
を
目

途
に
最
終
合
意
と
施
行
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
、

「
明
細
書
の
義
務
化
」
お
よ
び
「
不
適
切
な
患
者
の
償
還
払
い
」

に
つ
い
て
は
、
賛
否
両
論
で
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、
明
確
な
結

論
が
出
な
い
ま
ま
と
な
っ
た
。

療養費適正化について意見交わす
施
術
管
理
者
に
確
実
に
支
払
う
た
め

支
給
基
準
ど
お
り
の
運
用
を
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日頃より日本柔道整復師会の活動にご協力をいただき感謝申し上げます。

日整は機関誌「Feel！Go！」を年４回（1月・4月・8月・11月）と「日整トピック」を新聞形式で併

せて発行することにより、会員の皆様に日整の活動をより多くお知らせするよう情報の配信に努めてお

ります。

また、「日整トピック」は、会員に有益な情報をタイムリーに発信することを第一と考え最新情報を

お届けしております。会員の皆様のパソコンやスマートフォンのメールアドレスをご登録いただき、

「日整トピック」をはじめ必要な情報をダイレクトにお届けするメール配信「日整ニュースレター」を

ご覧ください。

このメール配信は、保険関係等の日整の重要な活動状況、柔整に関する情報、「匠の技 伝承」プロ

ジェクト等の研修内容、会員支援情報など、日整が伝えたい内容を会員各位に直接連絡できるようにす

ることを目的としています。日整トピックの掲載内容もさらに充実させて配信する予定です。日整の主

要事業のお知らせを会員が楽しみにしてもらえるような、日整会員必須の情報ツールに育てていきます。

「日整ニュースレター」の配信は、下記の登録サイトから直接ご登録ください。QRコードからも簡単

に登録できます。 (広報部）

7,533名の会員が登録


